
週
刊

京
都
民
報

１２
／
１６
日
付

一
面
を
ご
覧
下
さ
い
〃

２４
時
間
京
都
の
最
新
の
ニ
ュ
Ｕ
ス
を
発
言

０

ケ

月

６・
円

住

民

税

増

税
、

後

期

高

齢
－
者

医

療

制

度

な

ど

高

齢

者

の

負

担
増

に
不
安
が

広
が

る
中
、

京
丹

後
市
は
、

介
護

保
険

の
要

文
媛

・

要

介

護

認

定

者

の

中

か

ら
、

障

害

者

控

除
（
注
）
の

該

雪
者

に
同

認
定

書

を

個
別

に

通
知

す

る
措

置

を

始

め
ま

し

疋
。

府

内

１５

市

で

は

初

め

て
。

日

本

共

産

党

京

丹

後

市

議

団

〔
松

田

成

渓

団

長
、

３

人
）
が

実

施

を

求

め

て

き

た

も

の

で
、

控
除
に
よ

る
税
の

軽
減
や

通
付

に
加
え

て
、

介

護
保

険
料
や

保

育

料
、

医

療

費

の

窓

口

負

担

上

限

額

の

引

き

下

げ

に

も

つ

な

が

り
、

喜
ば

れ

て

い

ま

す
。

皇付して いる 文書 と
別 通 知 な の で、制 度

㌧に も 利 用 を 広 げ る
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認
定

者
は

干
人
突
破

京
丹
後
市
で
は
１１
月
か

ら
、

要
支
援
・
要
介
護
認
定

を
受
け
て
い
る
２
８
８
４
人

（
１０
月
末
時
点
）
に
つ
い
て
、

認
定
審
査
の
資
料
を
も
と
に

陳
箸
者
控
除
の
該
当
者
を
杷

握
し
、
「
認
定
書
」
を
個
別
に

送
付
し
ま
し
た
（
同
認
定
書

に
住
所
・
氏
名
な
ど
必
要
事

項
を
記
入
し
て
市
に
提
出
す

る
〕
。

認
定
者
は
、

１０

日
時

占…
で
ー
ユ
５
５
人
（
昔
通
陣

箸
４
８
２
人
、

特
別
障
警
６

７
３
人
）
に
上
り
、
非
該
当
を

除
く
詳
細
な
検
討
が
必
要
な

約
１
Ｏ
Ｏ
Ｏ
人
に
つ
い
て
も

確
認
が
済
み
次
第
順
次
発
送

す
る
予
定
で
す
。

高
齢
者
の
負
担
を
め
ぐ
っ

て
は
近
年
、

公
的
年
金
等
控

除
の
縮
小
や
老
年
者
控
除
の

廃
止
な
ど
年
金
課
税
強
化

で
、

住
民
税
が
大
幅
増
税
。

介
護
保
険
料
や
国
保
料
（
税
）

の
値
Ｌ
⊥
げ
に
も
連
動
し
、

生

活
を
直
撃
し
て
い
ま
し
た
。

【
注
】

障
審
者
控
除

納

税
者
本
人
や
扶
養
家
族
な
ど

が
陣
箸
者
の
場
合
、

所
得
税

で
２７
万
円
（
特
別
障
箸
者
は

珊
万
円
）、
住
民
税
で
蝸
万
円

（
同
３０
万
円
）
を
所
檸
か
ら
差

し
計
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

同
様
に
、

障
害
者
手
帳
が
な

く
て
も
介
護
保
険
の
要
介
護

府

内

で
初

「
画
期
的
」

認
定
を
受
け
た
６５
歳
以
上
の

人
で
、「
寝
た
き
り
状
態
」
や

「
認
知
症
が
あ
る
」
等
の
一
定

の
状
態
に
あ
る
人
は
、
市
酊

村
が
発
行
す
る
「
障
書
者
控

除
対
象
者
認
定
書
」
に
よ
り

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
（
認
定
墓
準
は
市
町
村

ご
と
に
異
な
り
ま
す
）
。

控
除
の
適
用
に
よ
っ
て
、

扶
養
者
の
所
得
税
・
住
民
税

の
引
き
下
げ
や
最
大
で
年
間

約
２２
万
円
の
還
付
請
求
が
司

能
に
な
る
だ
け
で
な
く
、

１

人
暮
ら
し
や
夫
婦
２
人
の
高

齢
者
世
帯
の
場
合
、「
住
民
税

非
課
税
世
楕
し
と
な
り
、
所
得

で
決
ま
る
介
護
保
険
料
や
医

療
費
の
窓
口
負
担
上
限
額

調
瓢

１２／１６（日）

（
高
額
療
餐
出貿
制
度
）
も
安
く

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、

認
定
か
ら
５
年
前

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
控
除
の

適
用
が
受
け
ら
れ
る
こ
と

が
、

日
本
共
産
党
の
佐
々
木

憲
昭
衆
院
議
員
の
国
会
質
間

で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す

（
２
月
２８
日
、
衆
院
財
務
金
融

委
員
会
・
加
藤
治
彦
国
税
庁

次
長
の
答
弁
）
。

京
丹
後
市
の
方
式
は
、
広

報
紙
へ
の
褐
載
や
介
護
認
定

の
結
累
通
知
書
に
案
内
チ
ラ

シ
を
同
封
す
る
方
法
が
主
な

府
内
の
而
の
中
で
初
め
て
も

の
で
す
（
一
覧
参
照
）。
日
本

共
塵
党
の
森
勝
京
丹
後
市
議

は
、
「
丹
後
地
域
は
府
内
最

低
の
所
博
レ
ベ
ル
に
あ
り
、

自
殺
者
が
今
年
３７
人
に
上
る

な
ど
貧
困
届
が
広
が
っ
て
い

ま
す
。

暮
ら
し
を
守
る
自
治

体
と
し
て
、

既
存
の
制
度
を

活
用
し
き
る
と
の
観
点
で
求

め
て
き
ま
し
た
が
、

負
担
が

減
り
、
税
金
を
取
り
戻
す
こ

と
が
で
き
る
な
ど
、

今
回
の

措
置
は
圃
鶏
的
で
す
」
と
話

し
て
い
ま
す
。

者
す

険
て

介
広

府内１４而の周知方法
広 報紙／ 区役所 支所窓 口１亡チラシ／高齢 者向け制 度紹介 冊字
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姉
市

鰯

市
嚇
市
鮒
市
漸
市
締

噌

箭

噌
湘
日
彫
治
鯛
幡
繋

寮

舞
魯

福
鮫

南
亀

向

嵐

宇

滅

八
掠

木

市議会

丑
ノ 、く

産り

日
本
共
産
覚
京
丹
後
市
議

団
は
、

市
議
会
で
「
す
べ
て

界

護
認
定
者
に
障
箸
者
腔

返 党

義
圭
』
口し

求 貝

め 団

る が

除
を
」

と
同
制
度
の
積
極
的

な
周
知
と
活
用
を
求
め
て
き

ま

し

た
。

る

森
勝
議
員
は
、

す
べ
て
の

介
護
認
定
者
に
郵
送
連
絡
し

た
岐
早
県
の
取
り
組
み
を
紹

介
し
、

対
象
者
へ
の
個
別
通

知
に
つ
い
て
「
た
だ
ち
に
や

る
べ

き
」

と
６
月
、

９
月
議

会
で
連
続
し
て
追
及
。

こ
れ

に
た
い
し
て
市
側

は
、
「
ど
う

し
た
ら
認
定
書
交
付
で
き
る

か
、

申
請
を
勧
奨
す
る
こ
と

も
含
め
て
検
討
を
進
め
て
い

き
た
い
」（
上
田
保
健
福
祉
部

長
、

９
月
１２
日
・
一
般
質
閥
〕

と
答
え
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、

１２
日
の
１２
月
市
議

会
一
般
質
間
で
は
、

今
回
の

措
置
を
評
価
し
た
上
で
、
５

隼
前
ま
で
さ
が
の
ぼ
っ
て
適

用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

な
ど
を
求
め
ま
し
た
口


